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タ
ー
ル
の
農
地
に
育
苗
ハ
ウ
ス
２

棟
、
栽
培
用
ハ
ウ
ス
５
棟
を
建
て
、

栽
培
か
ら
出
荷
ま
で
、
基
本
的
に
は

す
べ
て
一
人
で
作
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。 

　

諏
訪
さ
ん
が
大
事
に
し
て
い
る
の

は
、﹃
自
分
の
目
で
確
認
す
る
こ
と
﹄

で
す
。「
一
人
で
見
る
こ
と
が
で
き
る

範
囲
は
有
限
で
小
さ
い
面
積
だ
け
れ

ど
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
小
さ
い
面
積

で
、
品
質
の
良
い
イ
チ
ゴ
を
最
大
量

採
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。」

と
お
話
し
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

　

た
だ
作
る
の
で
は
な
く
、
作
り
続

け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感
し
た
就

農
２
年
目
。
３
年
目
は
、
勝
負
の
年

に
な
り
そ
う
だ
、
と
話
す
諏
訪
さ

ん
。
諏
訪
さ
ん
の
挑
戦
は
ま
だ
ま
だ

続
き
ま
す
。 

　
「
農
業
は
、
始
め
る
よ
り
も
続
け
る

こ
と
の
方
が
難
し
い
こ
と
に
、
就
農

２
年
目
に
な
っ
て
気
づ
き
ま
し
た
。」

２
年
ほ
ど
前
に
、
水
戸
市
河
和
田
町

内
の
耕
作
放
棄
地
を
借
り
受
け
、
イ

チ
ゴ
農
家
と
し
て
新
規
就
農
し
た
、

認
定
新
規
就
農
者
で
あ
る
諏
訪 

佳

奈
子
さ
ん
は
、
こ
う
話
し
ま
し
た
。 

　

諏
訪
さ
ん
は
農
家
出
身
で
な
く
、

農
業
の
経
験
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
お
子
さ
ん
の
小
学
校
進
学
を
機

に
、
偶
然
声
を
か
け
ら
れ
始
め
た
イ

チ
ゴ
農
家
の
仕
事
が
、
諏
訪
さ
ん
に

と
っ
て
、
初
め
て
農
業
に
関
わ
る
こ

と
に
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
そ
う
で

す
。 

　

そ
こ
の
イ
チ
ゴ
農
家
で
は
大
規
模

な
イ
チ
ゴ
栽
培
が
な
さ
れ
、
仕
事
を

こ
な
し
て
い
く
中
で
、「
自
分
が
す
べ

て
の
イ
チ
ゴ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

範
囲
で
、
自
分
の
イ
チ
ゴ
を
育
て
た

い
」
と
い
う
思
い
が
芽
生
え
た
こ
と

か
ら
、就
農
を
決
め
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
は
Ｊ
Ａ
水
戸
の
イ
チ
ゴ
部
会

に
所
属
し
、
部
会
長
の
も
と
で
９
か

月
ほ
ど
研
修
を
行
っ
た
後
、
借
り
受

け
た
農
地
で
の
定
植
を
ス
タ
ー
ト
し

て
か
ら
今
年
で
２
年
が
経
ち
、
３
年

目
を
迎
え
ま
す
。 

　

諏
訪
さ
ん
は
、
生
産
す
る
品
種
を

﹃
と
ち
お
と
め
﹄
に
絞
り
、
１
ヘ
ク 
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新
規
就
農
者
を
た
ず
ね
て
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た
、
那
珂
川
沿
岸
地
区
農
業
水
利

事
業
や
国
営
緊
急
農
地
再
編
整
備

事
業
に
よ
る
農
業
生
産
基
盤
の
整

備
を
推
進
す
る
な
ど
、
持
続
可
能

な
農
業
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
に
お
い
て
は
、
地

域
を
再
生
し
、
日
本
の
農
業
・
農
村

の
持
続
可
能
な
発
展
を
促
す
た
め
、

市
や
農
地
中
間
管
理
機
構
等
の
関

係
機
関
と
連
携
し
、
遊
休
農
地
の

発
生
防
止
や
担
い
手
へ
の
農
地
集

積
・
集
約
化
な
ど
、
農
地
利
用
の

最
適
化
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
当
初
予

算
が
、
３
月
の
定
例
市

議
会
に
お
い
て
議
決
さ

れ
、
農
林
水
産
業
費
は
、

12
億
７
８
０
７
万
３
千
円

と
な
り
ま
し
た
。

　

主
な
事
業
に
つ
き
ま
し

て
は
、
経
営
の
効
率
化
や

農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
等

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

農
業
経
営
の
継
承
支
援
や

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
増

員
な
ど
、
新
規
就
農
者
、

後
継
者
の
育
成
・
支
援
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま

　

農
業
者
年
金
の
受
給
権
者
は
、
毎

年
現
況
届
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
受
給
権
の
確
認
を
行
う
も

の
で
、
期
日
ま
で
に
提
出
し
な
い
と

年
金
の
差
止
も
あ
り
ま
す
の
で
必
ず

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
況
届
の
用
紙
は
、
５
月

末
に
農
業
者
年
金
基
金
か
ら
送
付
さ

れ
、
提
出
用
の
返
信
用
封
筒
は
、
農

業
委
員
会
事
務
局
か
ら
別
便
で
同
じ

く
５
月
末
に
送
付
し
ま
す
。
必
ず
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
提
出
期
間
】

６
月
１
日
（
木
）
〜
30
日
（
金
）

【
提
出
先
】

農
業
委
員
会
事
務
局

【
記
載
内
容
】

氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、

電
話
番
号

《
お
問
合
せ
先
》

農
業
委
員
会
事
務
局
農
政
係

（
☎ 

２
２
４・１
１
１
１

内
線
６
４
３
２
）

　

２
月
13
日
開
催
の
第
32
回
総
会
に

お
い
て
、
水
戸
市
農
業
委
員
会
表
彰

要
項
に
基
づ
き
、
笹
沼
会
長
が
次
の

委
員
を
表
彰
い
た
し
ま
し
た
。

（
令
和
４
年
12
月
現
在
）

浅
井 

紘
一

在
職
年
数
30
年
４
ヶ
月

（
令
和
４
年
12
月
現
在
）

渡
邉 

隆
文

在
職
年
数
20
年
５
ヶ
月

表
彰
は
、
永
年
に
わ
た
り
農
業
委
員

会
委
員
の
職
に
あ
り
、
功
績
の
あ
っ

た
委
員
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

一般会計【農林水産業費の内訳】
※令和５年４月１日より、農業集落排水事業予算は公営
　企業会計に移行し、下水道事業会計に統合しました。

農
業
者
年
金
受
給
権
者
は

現
況
届
を
忘
れ
ず
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い

功
績
の
あ
っ
た
農
業
委
員

を
表
彰
い
た
し
ま
し
た

20
年
以
上
委
員
の
職
に
あ
る
者

30
年
以
上
委
員
の
職
に
あ
る
者

次号発行時期についてのお知らせ

　今年度は，任期満了による農業委員の任命
及び農地利用最適化推進委員の委嘱があるた
め，次号（200号）の発行は９月頃を予定し
ております。

訃報
水戸市農業委員会委員　渡邉　隆文様
（82歳）が，令和５年３月25日にご逝去
されました。
謹んでお知らせ申し上げますと共に，　
ご冥福をお祈り申し上げます。

令和５年度農林水産業予算の概要

農業振興費
260,312千円（20.4％）

農業総務費
455,429千円
（35.6％）

農地費
277,323千円
（21.7％）

農業委員会費
138,307千円（10.8％）

その他
146,702千円
（11.5％）

農林水産業費
1,278,073千円
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農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について

水戸市農地賃借料情報 （令和４年１月～令和４年 12 月）

　耕作目的として農地の売買・交換・贈与等をする場合には，農地法第３条に基づく農業委員会の許可が必要です。
　許可要件の一つに「農地の権利を受ける側が許可後の耕作面積が下限面積 ( 水戸市：4,000㎡ ) 以上になること」
の要件がありました。
　しかし，農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては，経営規模の大小にかかわらず意欲をもって農業に新
規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり，これらの者の農地の利用を促進する観点等から，下限
面積要件が廃止されました。

　農地法第52条「情報の提供等」に基づき，農業委員会では，地域における賃借料の目安となる
よう実勢の「農地賃借料情報」を提供しています。
　令和 4 年 1 月から令和 4 年 12 月までに農地法及び利用権の設定により締結された賃貸借の賃
借料水準 (10 アール当たり ) は，下表のとおりです。

農地の権利取得の要件

田（水稲）の部 (10アール当たりの年額)
地域名 平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） データ数 備　考
旧水戸 9,200 26,200 3,000 354 使用貸借（無償）のデータは 410 件
旧常澄 15,500 30,000 10,000 146 使用貸借（無償）のデータは　47 件
旧内原 11,200 21,300 3,000 171 使用貸借（無償）のデータは　59 件
市平均 11,000 671

畑の部 (10アール当たりの年額)
地域名 平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） データ数 備　考
旧水戸 5,200 20,000 3,000 105 使用貸借（無償）のデータは 163 件
旧常澄 5,500 10,000 4,000 4 使用貸借（無償）のデータは    5 件
旧内原 7,600 15,100 4,900 30 使用貸借（無償）のデータは 107 件
市平均 5,700 139

①　農地の全てを効率的に利用すること
　 ［機械，労働力等を適切に利用するための営農計画をもっていること］
②　必要な農作業に常時従事すること
③　周辺の農地利用に支障がないこと

※　下限面積要件が廃止されても以下のような場合は許可することができません。
・　資産保有目的や投機目的等の農地取得で，耕作の事業を行うものとは認められない場合
・　農地が面的にまとまった形で利用されている地域で，小面積の農地の権利取得等によりその利用を分断する
　ような場合
・　「地域計画」等の実現に支障を生ずるおそれがある場合

　 (処理基準の改正部分の要約のみ掲載)

１

2

3
4

　最高額，最低額は貸し借りがあった最高・最低の賃借料であり，従来の標準小作料の農地区分
の上，中，下の賃借額ではありません。
　賃借料水準の算出にあたっては，賃借料(有償)のデータのみを収集の対象としており，使用貸
借(無償)のデータは含まれていません。ただし，参考として，各地域における使用貸借(無償)の
データ数を備考欄に表示しました。
　金額は，算出結果を四捨五入し100円単位としています。
　賃借料は目安であり，地域の特性等を十分考慮し，当事者間で協議のうえ決定してください。
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私
が
四
十
代
で
実
家
に
戻
り
何
と

か
農
業
を
営
め
て
い
る
の
は
、子
供
の

頃
、農
作
業
を
見
て
い
た
記
憶
に
よ
る

こ
と
が
大
き
い
。丁
度
、手
作
業
か
ら

機
械
化
への
移
行
期
。小
学
生
な
が
ら

新
し
い
機
械
や
道
具
は
面
白
く
、色
々

な
も
の
を
見
、遊
び
半
分
で
や
ら
せ
て

も
ら
っ
た
事
も
あ
っ
た
。

　

何
で
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、農
業
は
特

に
知
識
よ
り
も
経
験
量
。厳
密
に
言

え
ば
経
験
に
裏
付
け
さ
れ
た
知
識
を

伴
っ
た
経
験
量
が
必
要
だ
。一
年
に一
回

し
か
試
せ
な
い
こ
と
も
多
い
が
、新
し

い
事
も
取
り
入
れ
て
工
夫
し
て
い
か
な

い
と
世
の
中
の
変
化
に
取
り
残
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

　

私
の
子
供
達
は
、米
作
り
は
今
後

も
維
持
し
た
い
と
言
う
が
、彼
ら
に
は

私
の
よ
う
な
幼
少
期
の
体
験
が
無
い
。

そ
こ
で「
米
米
ク
ラ
ブ
」と
い
う
ラ
イ
ン

グ
ル
ー
プ
を
作
り
、資
材
の
消
毒
か
ら

育
苗
手
順
な
ど
、細
か
い
作
業
内
容
を

ア
ッ
プ
し
て
い
る
。離
れ
た
所
に
住
ん

で
い
て
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
ら
れ
る

ツ
ー
ル
で「
今
こ
ん
な
事
を
し
て
い
る
ん

だ
」と
い
う
こ
と
を
伝
え
、作
業
内
容

と
季
節
感
を
感
じ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

さ
さ
や
か
な
後
継
者
育
成
対
策
で
あ

る
。

（
推
進
委
員 

安
藏 

良
純
）

委
員
の
ひ
と
こ
と

　当委員会では，農作業賃金等の適正化を図るため，前年度の本市農業臨時雇標準賃金及び隣接市町の
農作業賃金等を参考にして，令和５年度の農業臨時雇標準賃金を下表のとおり設定しましたのでお知ら
せいたします。

令和５年度 農業臨時雇標準賃金

　この額は標準額ですので，契約するときは圃場条件や作業の難易度等を考慮し，両者の話し合いによ
り決定してください。
　また，この標準賃金は消費税10%を含んでおります。（農作業一般には，消費税は含まれません。）

区　　　分 水  戸  市  標  準  賃  金

コ ン バ イ ン

畑

田

掘 取 り 5,500 10a
マ ル チ 張 り 5,500 10a
つ る 刈 り 5,500 10a
ト レ ン チ ャ ーご ぼ う 掘 り 88,000 10a 人夫賃含む

コ ン バ イ ン麦 刈 り 24,300 10a 運搬含む

35,100 10a 乾燥、運搬含む

畦 塗 り 機く ろ か け 80 1m 片面

22,000 10a 刈り取りのみ

ハ ー ベ ス タ ー 9,900 10a

田 植 機田 植 え 8,100 10a

硬 化 苗 820 1 箱 〃

バ イ ン ダ ー 9,300 10a ひも代含む

管 理 収 穫

6,600 10a耕 起

9,800 10a代 か き

11,000 10aも み 乾 燥
660 60kgも み す り

6,600 10a耕 起

11,000 10a 機械（フレールモア含む）草 刈 り （ 田 畑 ）
1,000 １時間農 作 業 一 般

610 1 箱 種子代含む芽 出 苗
育 苗

収 穫

1,500 50kg 水分 18% 以下
1%増えるごとに＋50円 麦 乾 燥

項　　　目 標準額（円） 作 業 条 件単 位




